
○平成二年科学技術庁告示第五号（核燃料物質等の工場又は事業所の外におけ

る運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示） 

改正 平成一二年一二月二六日科学技術庁告示第一二号 

   同 一二年一二月二六日同      第一七号 

              文部科学省       

   同 一三年 六月一五日経済産業省告示第 一号 

              国土交通省       

   同 一五年一二月二五日同      第 一号 

   同 一六年一二月二四日同      第 一号 

   同 一七年一一月二四日同      第 一号 

   同 一八年一二月二六日同      第 一号 

   同 二三年 二月 一日同      第 一号 

   同 二四年 九月一四日同      第 一号 

   同 二六年 二月二八日       第 一号 

   同 二六年一二月一〇日同      第 六号 

   同 二七年 八月三一日同      第 九号 

   同 三〇年 六月 八日同      第 四号 

   令和 元年 六月二八日同      第 三号 

   同  元年 七月 一日同      第 四号 

   同  二年 三月一六日同      第 四号 

 

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十七

号）第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、

第十四条、第十五条及び第十七条の規定に基づき、並びに同規則を実施するため、核燃料物質等の

工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示（昭和五十三年

科学技術庁告示第十一号）の全部を改正する告示を次のように定め、平成三年一月一日から適用す

る。 

（用語） 

第一条 この告示において使用する用語は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関

する規則（以下「規則」という。）において使用する用語の例による。 

（金属製中型容器の基準） 

第二条 規則第一条第六号の原子力規制委員会の定める基準は、船舶による危険物の運送基準等を

定める告示（昭和五十四年運輸省告示第五百四十九号）第二十五条の五第二項第一号で定めるも

ののうち、容器等級がⅠ又はⅡの危険物を収納する金属製ＩＢＣ容器に係る基準とする。 

（Ｌ型輸送物として運搬できる核燃料物質等） 

第三条 規則第三条第一項第一号の危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の

定めるものは、次の各号の一に該当する核燃料物質等とする。ただし、第一号から第三号までに

該当する核燃料物質等のうち、核分裂性物質を含むものについては、第二十三条第一項に定める

核燃料輸送物として運搬できるものに限るものとし、六ふつ化ウランを含むものについては、当

該六ふつ化ウランの重量が第二十八条に定める重量を超えないものに限るものとする。 

一 核燃料物質等であって、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる量

を超えない放射能を有するもの 

原子力規制委員 

会告示 



核燃料物質等の区分 放射能の量 

固

体 

容易に散逸しない固体状の核燃料物質等

又は核燃料物質等を密封したカプセル（以

下「カプセル等」という。）であって、次

に掲げる基準に適合するもの（以下「特別

形核燃料物質等」という。） 

イ 外接する直方体の少なくとも一辺が

〇・五センチメートル以上であること。 

ロ 別記第一に定めるところにより、衝撃

試験及び打撃試験（長さが十センチメー

トル以上であり、かつ、長さの幅に対す

る比率が十以上である核燃料物質等に

あっては、衝撃試験、打撃試験及び曲げ

試験）を行った場合に損壊せず、加熱試

験を行った場合に溶融又は分散せず、並

びに浸漬試験を行った場合に水中への

放射性物質の漏えい量が、二キロベクレ

ルを超えないものであること。ただし、

衝撃試験及び打撃試験にあっては重量

が二百グラム未満のカプセル等につい

ては原子力規制委員会が認める試験、二

百グラム以上五百グラム未満のカプセ

ル等については原子力規制委員会が認

める試験、加熱試験にあっては原子力規

制委員会が認める試験に代えることが

できる。 

別表第一から別表第四まで及び別表第六の第

一欄に掲げる放射性物質の種類又は区分に応

じ、それぞれ当該各表の第二欄に掲げる数量

（以下「Ａ１値」という。）の千分の一 

特別形核燃料物質等以外のもの 別表第一から別表第六までの第一欄に掲げる

放射性物質の種類又は区分に応じ、それぞれ当

該各表の第三欄（別表第四及び別表第五にあっ

ては、第二欄）に掲げる数量（以下「Ａ２値」

という。）の千分の一 

液体 Ａ２値の一万分の一 

気

体 

トリチウム 〇・八テラベクレル 

その他

のもの 

特別形核燃料物質等 Ａ１値の千分の一 

特別形核燃料物質等以外のもの Ａ２値の千分の一 

二 機器又は装置（核燃料物質等を封入する機能のみを有するものを除く。以下「機器等」とい

う。）に含まれる核燃料物質等であって、次に掲げる要件に適合するもの 

イ 次の表の上欄に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、機器等一個当たりに含まれる核燃料物

質等の放射能が、それぞれ同表の中欄に掲げる量を超えず、かつ、当該機器等が収納されて

いる核燃料輸送物一個当たりに含まれる核燃料物質等の放射能が、それぞれ同表の下欄に掲



げる量を超えないこと。 

核燃料物質等の区分 機器等一個当たりに含まれる放

射能の量 

核燃料輸送物一個当たりに含ま

れる放射能の量 

固

体 

特別形核燃料物質等 Ａ１値の百分の一 Ａ１値 

特別形核燃料物質等

以外のもの 

Ａ２値の百分の一 Ａ２値 

液体 Ａ２値の千分の一 Ａ２値の十分の一 

気

体 

トリチウム 〇・八テラベクレル 八テラベクレル 

そ

の

他

の

も

の 

特別形核燃料物

質等 

Ａ１値の千分の一 Ａ１値の百分の一 

特別形核燃料物

質等以外のもの 

Ａ２値の千分の一 Ａ２値の百分の一 

ロ 収納されていない状態で当該機器等の表面から十センチメートル離れた位置における第八

条に規定する線量当量率の最大値（以下「最大線量当量率」という。）が百マイクロシーベ

ルト毎時を超えないこと。 

ハ 当該機器等（放射線発光塗料を用いたものを除く。以下この号において同じ。）は「放射

性」又は「ＲＡＤＩＯＡＣＴＩＶＥ」の表示を有すること。ただし、当該機器等がその大き

さにより当該表示を有することが困難である場合は、この限りでない。 

ニ 当該機器等は、核燃料物質等を完全に密封しうる構造を有すること。 

三 機器等に含まれる天然ウラン、劣化ウラン若しくは天然トリウムであって未照射のもの又は

これらの化合物若しくは混合物であって、次に掲げる要件に適合するもの 

イ 機器等に他の放射性物質が含まれないこと。 

ロ 表面が容易に腐食しない金属等で被覆されていること。 

四 核燃料物質等が収納されたことのある空の容器の内表面に付着している核燃料物質等であっ

て、次に掲げる要件に適合するもの 

イ 密度が第九条に規定する密度の百倍を超えないこと。 

ロ 当該容器に収納されていること。 

ハ 容器は、亀裂、破損等がなく、かつ、閉じられていること。 

ニ 容器の構造物中にウラン又はトリウムが含まれる場合にあっては、これらの表面が容易に

腐食しない金属等で被覆されていること。 

２ 前項第一号の表上欄ただし書の規定の適用を受けようとする者は、別記様式第一による申請書

を原子力規制委員会に提出しなければならない。 

（Ａ型輸送物として運搬できる核燃料物質等の放射能の量の限度） 

第四条 規則第三条第一項第二号の原子力規制委員会の定める量は、次の表の上欄に掲げる核燃料

物質等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能の量とする。 

 

核燃料物質等の区分 放射能の量 

特別形核燃料物質等 Ａ１値 



特別形核燃料物質等以外のもの Ａ２値 

（低比放射性物質及び表面汚染物） 

第五条 規則第三条第二項の原子力規制委員会の定める低比放射性物質は、次に掲げる各号の一に

該当する核燃料物質等であって、容器に収納することとした場合に、当該核燃料物質等の表面か

ら三メートル離れた位置における最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないものとする。

ただし、容器による遮蔽の効果は考慮しないこととする。 

一 次に掲げる要件の一に適合するもの（以下「ＬＳＡ―Ⅰ」という。） 

イ 天然ウラン、劣化ウラン若しくは天然トリウムであって未照射のもの又はこれらの化合物

若しくは混合物であって固体状若しくは液体状のもの 

ロ 核分裂性物質（規則第十三条の規定により運搬する場合は、ウラン二三三、ウラン二三五、

プルトニウム二三九又はプルトニウム二四一（以下「核分裂性核種」という。）の重量が四

十五グラム以下のものを除く。）以外の核燃料物質等であって、Ａ２値に制限がないもの 

二 前号に掲げる核燃料物質等以外のものであって、次に掲げる要件に適合するもの（以下「Ｌ

ＳＡ―Ⅱ」という。） 

イ 放射性物質が当該核燃料物質等の全体に分布しているもの 

ロ 次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる要件に適合するもの 

核燃料物質等の区分 要件 

固体 可燃性のもの 放射能の量がＡ２値の百倍を超えず、かつ、当該核燃料物

質等の全体について平均した放射能濃度（以下「平均放

射能濃度」という。）が一グラム当たりＡ２値の一万分の

一を超えないこと。 

可燃性以外のもの 平均放射能濃度が一グラム当たりＡ２値の一万分の一を

超えないこと。 

液体 トリチウム水 放射能の量がＡ２値の百倍を超えず、かつ、平均放射能濃

度が一立方センチメートル当たり〇・八ギガベクレルを

超えないこと。 

トリチウム水以外のもの 放射能の量がＡ２値の百倍を超えず、かつ、平均放射能濃

度が一グラム当たりＡ２値の十万分の一を超えないこと。 

気体 放射能の量がＡ２値の百倍を超えず、かつ、平均放射能濃

度が一グラム当たりＡ２値の一万分の一を超えないこと。 

三 前二号に掲げる核燃料物質等以外の固体状の核燃料物質等であって、次に掲げる要件に適合

するもの（以下「ＬＳＡ―Ⅲ」という。） 

イ 放射性物質が当該核燃料物質等の全体に均一に分布していること。 

ロ 平均放射能濃度が一グラム当たりＡ２値の五百分の一を超えないこと。 

ハ 別記第二に定める浸漬試験を行った場合に、水中への放射性物質の漏えい量がＡ２値の十分

の一を超えないこと。 

ニ 可燃性のものにあっては、放射能の量がＡ２値の百倍を超えないこと。 

２ 規則第三条第二項の原子力規制委員会の定める表面汚染物は、核燃料物質等によって表面が汚

染されたもの（以下この項において「汚染物」という。）であって、次に掲げる各号の一に該当

するもののうち、放射能の量がＡ２値の百倍を超えず、かつ、容器に収納することとした場合に、



当該汚染物の表面から三メートル離れた位置における最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を

超えないものとする。ただし、容器による遮蔽の効果は考慮しないこととする。 

一 次の表の上欄に掲げる表面の汚染の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる密度を超えな

いもの（以下「ＳＣＯ―Ⅰ」という。） 

 

表面の汚染の区分 密度 

通常の取扱い

において、人が

触れるおそれ

がある表面の

汚染であって、

はく離するお

それがあるも

の（以下「接近

できる表面の

非固定性汚染」

という。） 

アルファ線を放出する低危険性の

放射性物質（天然ウラン、劣化ウ

ラン、天然トリウム、ウラン二三

五、ウラン二三八、トリウム二三

二、精鉱に含まれるトリウム二二

八若しくはトリウム二三〇又はア

ルファ線を放出する物理的半減期

が十日未満の放射性物質をいう。

以下同じ。）以外のアルファ線を

放出する放射性物質 

〇・四ベクレル毎平方センチメートル 

アルファ線を放出しない放射性物

質及びアルファ線を放出する低危

険性の放射性物質 

四ベクレル毎平方センチメートル 

その他の汚染 アルファ線を放出する低危険性の

放射性物質以外のアルファ線を放

出する放射性物質 

四キロベクレル毎平方センチメートル 

アルファ線を放出しない放射性物

質及びアルファ線を放出する低危

険性の放射性物質 

四十キロベクレル毎平方センチメートル 

二 次の表の上欄に掲げる表面の汚染の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる密度を超えな

いもの（前号に定めるものを除く。以下「ＳＣＯ―Ⅱ」という。） 

 

表面の汚染の区分 密度 

接近できる表

面の非固定性

汚染 

アルファ線を放出する低危険性の

放射性物質以外のアルファ線を放

出する放射性物質 

四十ベクレル毎平方センチメートル 

アルファ線を放出しない放射性物

質及びアルファ線を放出する低危

険性の放射性物質 

四百ベクレル毎平方センチメートル 

その他の汚染 アルファ線を放出する低危険性の

放射性物質以外のアルファ線を放

出する放射性物質 

八十キロベクレル毎平方センチメートル 

アルファ線を放出しない放射性物 八百キロベクレル毎平方センチメートル 



質及びアルファ線を放出する低危

険性の放射性物質 

（低比放射性物質又は表面汚染物に係る核燃料輸送物の区分） 

第六条 規則第三条第二項の原子力規制委員会の定める区分は、次の表の上欄に掲げる低比放射性

物質又は表面汚染物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる核燃料輸送物の区分とする。 

低比放射性物質又は表面汚

染物の区分 

核燃料輸送物の区分 

専用積載として運搬する場合 専用積載としないで運搬する場

合 

ＬＳＡ―Ⅰ 固体 ＩＰ―１型輸送物 ＩＰ―１型輸送物 

液体又は気体 ＩＰ―１型輸送物 ＩＰ―２型輸送物 

ＬＳＡ―Ⅱ 固体 ＩＰ―２型輸送物 ＩＰ―２型輸送物 

液体又は気体 ＩＰ―２型輸送物 ＩＰ―３型輸送物 

ＬＳＡ―Ⅲ ＩＰ―２型輸送物 ＩＰ―３型輸送物 

ＳＣＯ―Ⅰ ＩＰ―１型輸送物 ＩＰ―１型輸送物 

ＳＣＯ―Ⅱ ＩＰ―２型輸送物 ＩＰ―２型輸送物 

（表示を要しないＬ型輸送物） 

第七条 規則第四条第六号ただし書の原子力規制委員会の定める場合は、第三条第一項第二号から

第四号までに定める核燃料物質等を運搬する場合（同項第二号ハただし書に定める場合を除く。）

とする。 

（線量当量率） 

第八条 規則第四条第七号の原子力規制委員会の定める線量当量率は、一センチメートル線量当量

率とする。ただし、原子力規制委員会が認めた場合は、この限りでない。 

（表面密度限度） 

第九条 規則第四条第八号の原子力規制委員会の定める密度は、次の表の上欄に掲げる放射性物質

の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる密度とする。ただし、通常の取扱いにおいて、はく

離するおそれがない放射性物質の密度については、この限りでない。 

放射性物質の区分 密度 

アルファ線を放出する放射性物質 〇・四ベクレル毎平方センチメートル 

アルファ線を放出しない放射性物質 四ベクレル毎平方センチメートル 

（核分裂性物質とならない核燃料物質） 

第十条 規則第四条第九号の原子力規制委員会の定める核燃料物質は次の各号のいずれかに該当す

るものとする。ただし、二以上の核燃料物質（核分裂性核種を含むものに限る。）が、同一の核

燃料輸送物に含まれる場合又は同一の車両若しくは運搬機器に積載される場合（規則第十三条又

は規則第十七条の規定により運搬される場合に限る。）は、この限りでない。 

一 天然ウラン又は劣化ウラン（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

三十二年法律第百六十六号。第三十八条において「法」という。）第二条第四項に規定する原

子炉のうち、その原子核分裂の連鎖反応が主として熱中性子により行われる原子炉以外で照射



されたものを除く。） 

二 核燃料物質に含まれる核分裂性核種の重量が〇・二五グラムを超えないもの 

（表面又は表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率に係る承認の申請） 

第十一条 規則第五条第七号ただし書の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第二によ

る申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 

２ 規則第五条第八号ただし書の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第三による申請

書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 

（最大線量当量率に乗ずる係数） 

第十二条 規則第五条第八号の原子力規制委員会の定める係数は、次の表の上欄に掲げるコンテナ

又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。 

 

コンテナ又はタンクの最大断面積の区分 係数 

一平方メートル以下 一 

一平方メートルを超え五平方メートル以下 二 

五平方メートルを超え二十平方メートル以下 三 

二十平方メートルを超える 十 

（Ａ型輸送物に係る一般の試験条件及び液体状又は気体状の核燃料物質等が収納されているＡ型

輸送物に係る追加の試験条件） 

第十三条 規則第五条第九号の原子力規制委員会の定めるＡ型輸送物に係る一般の試験条件及び同

条第十号の原子力規制委員会の定める液体状又は気体状の核燃料物質等（気体状のトリチウム及

び希ガスを除く。）が収納されているＡ型輸送物に係る追加の試験条件は、別記第三に掲げる条

件とする。 

（ＢＭ型輸送物に係る一般の試験条件） 

第十四条 規則第六条第二号の原子力規制委員会の定めるＢＭ型輸送物に係る一般の試験条件は、

別記第四に掲げる条件とする。 

（ＢＭ型輸送物に係る一般の試験条件の下における漏えい量） 

第十五条 規則第六条第二号ロの原子力規制委員会の定める量は、Ａ２値の百万分の一とする。 

（ＢＭ型輸送物に係る特別の試験条件） 

第十六条 規則第六条第三号の原子力規制委員会の定めるＢＭ型輸送物に係る特別の試験条件は、

別記第五に掲げる条件とする。 

（ＢＭ型輸送物に係る特別の試験条件の下における漏えい量） 

第十七条 規則第六条第三号ロの原子力規制委員会の定める量は、Ａ２値とする。ただし、クリプト

ン八五にあっては、Ａ２値の十倍とする。 

（原子力規制委員会の定める量を超える放射能を有する核燃料物質等を収納した核燃料輸送物に

係る試験条件） 

第十八条 規則第六条第五号の原子力規制委員会の定める量は、Ａ２値の十万倍とする。 

２ 規則第六条第五号の原子力規制委員会の定める試験条件は、別記第六に掲げる条件とする。 

（ＢＵ型輸送物に係る一般の試験条件） 

第十九条 規則第七条第二号の原子力規制委員会の定めるＢＵ型輸送物に係る一般の試験条件は、

別記第七に掲げる条件とする。 

（ＢＵ型輸送物に係る特別の試験条件） 



第二十条 規則第七条第三号の原子力規制委員会の定めるＢＵ型輸送物に係る特別の試験条件は、

別記第八に掲げる条件とする。 

（ＩＰ―２型輸送物に係る一般の試験条件） 

第二十一条 規則第九条第一項第二号の原子力規制委員会の定めるＩＰ―２型輸送物に係る一般の

試験条件は、別記第九に掲げる条件又はこれと同等の条件として原子力規制委員会の認めるもの

とする。 

２ 前項の原子力規制委員会の認める条件によろうとする者は、別記様式第四による申請書に、そ

の条件が別記第九に掲げる条件と同等であることを説明する書類を添えて、原子力規制委員会に

提出しなければならない。 

（ＩＰ―３型輸送物に係る一般の試験条件） 

第二十二条 規則第十条第一項第二号の原子力規制委員会の定めるＩＰ―３型輸送物に係る一般の

試験条件は、別記第十に掲げる条件とする。 

（ＩＰ―２型輸送物及びＩＰ―３型輸送物に係る技術上の基準に係る承認の申請） 

第二十二条の二 規則第九条第二項第二号の原子力規制委員会の認める基準によろうとする者は、

別記様式第五による申請書に、その基準が同条第一項第二号に定める基準と同等であることを説

明する書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 

２ 規則第十条第二項第二号の原子力規制委員会の認める基準によろうとする者は、別記様式第五

による申請書に、その基準が同条第一項第二号に定める基準と同等であることを説明する書類を

添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 

（核分裂性輸送物とならない核燃料輸送物） 

第二十三条 規則第十一条の原子力規制委員会の定める核分裂性物質に係る核燃料輸送物は、次の

各号のいずれかに該当するもの（一の荷送人により二以上の核燃料輸送物を運搬するに当たり、

同一の車両又は運搬機器に当該各号に該当するもののうち他の号に該当するものと混載されるも

のを除く。）とする。 

一 ウラン二三五の濃縮度が一パーセント以下であって、かつ、プルトニウム及びウラン二三三

の重量の合計がウラン二三五の重量の一パーセント以下であって、核分裂性核種が均一に分布

している核分裂性物質（ウラン二三五が、金属、酸化物又は炭化物として存在する場合におい

て、当該核分裂性核種が格子状配列を構成するものを除く。）を収納したもの 

二 次に掲げる要件に適合する硝酸ウラニル溶液を収納したもの 

イ ウラン二三五の濃縮度が二パーセント以下であること。 

ロ プルトニウム及びウラン二三三を含む核分裂性物質であって、これらの重量の合計がウラ

ンの重量の〇・〇〇二パーセント以下であること。 

ハ ウランの原子数に対する窒素の原子数の比率が二以上のものであること。 

三 一の荷送人により一又は二以上の核燃料輸送物を運搬するに当たり、次に掲げる要件に適合

するウラン（ウラン二三五の濃縮度が五パーセント以下であるものに限る。）を収納したもの。

ただし、当該核燃料輸送物全てに含まれる核分裂性核種の重量が四十五グラム以下であるもの

に限る。 

イ ウラン二三五の重量が三・五グラム以下であること。 

ロ プルトニウム及びウラン二三三の重量の合計がウラン二三五の重量の一パーセントを超え

ないこと。 

四 一の荷送人により一又は二以上の核燃料輸送物を運搬するに当たり、個々の核燃料輸送物中

の核分裂性核種の重量が二グラムを超えないもの。ただし、当該核燃料輸送物全てに含まれる

核分裂性核種の重量が十五グラムを超えないものに限る。 



五 一の荷送人により一又は二以上の核燃料輸送物を専用積載として運搬するに当たり、当該核

燃料輸送物全てに含まれる核分裂性核種の重量が四十五グラムを超えないもの 

六 前各号に掲げるもののほか、輸送中において臨界に達しない核燃料輸送物として原子力規制

委員会が認めるもの 

２ 前項第六号の規定の適用を受けようとする者は、別記様式第六による申請書に、当該核燃料輸

送物が輸送中において臨界に達しないことを説明する書類を添えて、原子力規制委員会に提出し

なければならない。 

（核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の基準の一部を適用しない核分裂性輸送物） 

第二十三条の二 規則第十一条の原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物は、次の各号のいずれ

かに該当するものとする。 

一 次に掲げる全ての要件に適合するもの 

イ ベリリウム、水素及びその化合物並びにこれらの含有物（重水素（天然に存在するものを

除く。）を含むものに限る。）並びに黒鉛その他の炭素原子のみが結合した物質（以下この

号において「ベリリウム等」という。）の重量の合計が核分裂性核種の重量を超えないこと

（核分裂性物質に対するベリリウム等の濃度が任意の一キログラムにつき一グラムを超える

場合に限る。）。 

ロ プルトニウム二四一の重量がプルトニウム二四〇の重量を超えないこと。 

ハ 次に掲げるいずれかの要件に適合すること。 

（１） 臨界安全指数（第三十六条第二項の規定による計算の方法にかかわらず、次式にお

いて得られた値をいう。）が十を超えないこと。 

二百五十×（ウラン二三五の重量（グラム）／Ｚ＋他の核分裂性核種の重量（グラム）／

二百八十） 

この場合において、Ｚは次表による。 

ウラン二三五の濃縮度 Ｚ 

一・五パーセント以下 二千二百 

一・五パーセントを超え五パーセント以下 八百五十 

五パーセントを超え十パーセント以下 六百六十 

十パーセントを超え二十パーセント以下 五百八十 

二十パーセントを超えるもの 四百五十 

（２） 次に掲げる全ての要件に適合すること。 

（ⅰ） 外接する直方体の各辺が三十センチメートル以上であること。 

（ⅱ） 臨界安全指数（第三十六条第二項の規定による計算の方法にかかわらず、次式に

おいて得られた値をいう。）が十を超えないこと。 

百×（ウラン二三五の重量（グラム）／Ｚ＋他の核分裂性核種の重量（グラム）／二百

八十） 

この場合において、Ｚは（１）の表による。 

（ⅲ） 次条に定める核分裂性輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、

容器の構造部に一辺十センチメートルの立方体を包含するようなくぼみが生じないこと

及び外接する直方体の各辺が三十センチメートル以上であること。 

（３） 次に掲げる全ての要件に適合すること。この場合において、第三十六条第二項に規



定する臨界安全指数は、同項の規定による計算の方法にかかわらず、次式において得られ

た値をいう。 

百×（ウラン二三五の重量（グラム）／四百五十＋他の核分裂性核種の重量（グラム）／

二百八十） 

（ⅰ） 核分裂性核種の重量が十五グラムを超えないこと。 

（ⅱ） 次条に定める核分裂性輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、

容器の構造部に一辺十センチメートルの立方体を包含するようなくぼみが生じないこと

及び外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。 

二 プルトニウム（その重量が一キログラムを超えないものに限る。）を収納する核分裂性輸送

物であって、次に掲げる全ての要件に適合するもの。この場合において、第三十六条第二項に

規定する臨界安全指数は、同項の規定による計算の方法にかかわらず、プルトニウムの重量（グ

ラム）を十で除して得られた値をいう。 

イ 核分裂性核種の重量がプルトニウムの重量の二十パーセントを超えないこと。 

ロ ウランの重量がプルトニウムの重量の一パーセントを超えないこと。 

（核分裂性輸送物に係る一般の試験条件） 

第二十四条 規則第十一条第一号並びに第二号ロ及びニの原子力規制委員会の定める核分裂性輸送

物に係る一般の試験条件は、別記第十一に掲げる条件とする。 

（核分裂性輸送物に係る孤立系の条件） 

第二十五条 規則第十一条第二号イ、ロ及びハの原子力規制委員会の定める孤立系の条件は、次の

各号に定める条件とする。 

一 核分裂性輸送物の中を水で満たすこと。ただし、浸水及び漏水を防止する特別な措置が講じ

られた部分については、この限りでない。 

二 収納される核燃料物質等は中性子増倍率が最大となる配置及び減速状態にすること。 

三 密封装置の周囲に置かれた厚さ二十センチメートルの水による中性子の反射があること。 

（核分裂性輸送物に係る特別の試験条件） 

第二十六条 規則第十一条第二号ハ及びホの原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る特別

の試験条件は、別記第十二に掲げる条件とする。 

（核分裂性輸送物に係る配列系の条件） 

第二十七条 規則第十一条第二号ニ及びホの原子力規制委員会の定める配列系の条件は、任意に配

列した核分裂性輸送物の周囲に置かれた厚さ二十センチメートルの水による中性子の反射がある

こととする。 

（原子力規制委員会の定める量の六ふつ化ウラン） 

第二十八条 規則第十二条第二項の原子力規制委員会の定める量は、収納される六ふつ化ウランの

重量が〇・一キログラムとする。 

（六ふつ化ウラン輸送物に係る耐圧試験の条件） 

第二十九条 規則第十二条第二項第一号の原子力規制委員会の定める六ふつ化ウラン輸送物に係る

耐圧試験の条件は、別記第十三に掲げる条件とする。 

（六ふつ化ウラン輸送物に係る一般の試験条件） 

第三十条 規則第十二条第二項第二号の原子力規制委員会の定める六ふつ化ウラン輸送物に係る一

般の試験条件は、別記第十四に掲げる条件とする。 

（六ふつ化ウラン輸送物に係る特別の試験条件） 

第三十一条 規則第十二条第二項第三号の原子力規制委員会の定める六ふつ化ウラン輸送物に係る

特別の試験条件は、別記第十五に掲げる条件とする。 



（六ふつ化ウラン輸送物に係る耐圧試験の代替試験の条件） 

第三十二条 規則第十二条第三項第一号の原子力規制委員会の定める試験条件は、別記第十六に掲

げる条件とする。 

（核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質及び表面汚染物） 

第三十三条 規則第十三条第一号の原子力規制委員会の定める低比放射性物質は、ＬＳＡ―Ⅰ（核

分裂性核種の重量が四十五グラムを超えないものに限る。）とする。 

２ 規則第十三条第二号の原子力規制委員会の定める表面汚染物は、ＳＣＯ―Ⅰ（核分裂性核種の

重量が四十五グラムを超えないものに限る。）とする。 

３ 規則第十三条第二号ロただし書の原子力規制委員会の定める密度は、次の表の上欄に掲げる放

射性物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる密度とする。 

 

放射性物質の区分 密度 

アルファ線を放出する放射性物質 〇・四ベクレル毎平方センチメートル 

アルファ線を放出しない放射性物質 四ベクレル毎平方センチメートル 

（特別措置に係る承認の申請） 

第三十四条 規則第十四条の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第七による申請書に、

核燃料物質等の運搬に係る品質管理の方法等に関する説明書を添えて、原子力規制委員会に提出

しなければならない。 

（危険物） 

第三十五条 規則第十七条第三号の原子力規制委員会の定める危険物は、次の各号に掲げるものと

する。 

一 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第二条第一項に規定する火薬類及び同条第

二項に規定するがん具煙火 

二 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規定する高圧ガス（消火器に封入

したものを除く。） 

三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であって、引火点が摂氏八十五度以下

のもの 

四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であって、酸の含有量が体積比で十パーセントを超えるも

の 

五 前四号に掲げるもののほか、当該核燃料物質等の安全な運搬を損なうおそれのある物 

（運搬物の個数の制限） 

第三十六条 規則第十七条第四号の規定により、二以上の運搬物を一の運搬機器に積載し、又は収

納して運搬する場合は、当該運搬機器に積載し、若しくは収納する運搬物のそれぞれの輸送指数

（運搬物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で

表した値の百倍をいう。以下同じ。）を合計した値又は当該運搬機器に積載し、若しくは収納す

る二以上の運搬物の集合を直接測定して求めた輸送指数が五十以下となるよう当該積載し、又は

収納する運搬物の個数を制限するものとする。 

２ 規則第十七条第四号の規定により、二以上の核分裂性輸送物を一の運搬機器に積載し、又は収

納して運搬する場合は、前項の規定に加え、当該運搬機器に積載し、又は収納する核分裂性輸送

物のそれぞれの臨界安全指数（五十を規則第十一条第二号ニ又はホで求めた輸送制限個数で除し

て得られた値のうち、いずれか大なるもの又は第二十三条の二第一号ハ（１）から（３）まで若

しくは第二号で求めたものをいう。）を合計した値が五十以下となるよう当該積載し、又は収納



する核分裂性輸送物の個数を制限するものとする。 

（標識又は表示） 

第三十七条 規則第十七条第七号の規定による標識の取付け又は表示は、次の各号に定めるところ

により行うものとする。 

一 次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる標識を、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる箇所に取り付けること。ただし、Ｌ型輸送物にあっては、この限り

でない。 

 

核燃料輸送物の区分 標識 箇所 

一 表面の最大線量当量率が

五マイクロシーベルト毎時

を超えないもの 

第一類白標識（別記第十七に掲

げるもの） 

核燃料輸送物の表面の二箇所 

二 表面の最大線量当量率が

五マイクロシーベルト毎時

を超え五百マイクロシーベ

ルト毎時以下であり、かつ、

輸送指数が一を超えないも

の 

第二類黄標識（別記第十八に掲

げるもの） 

核燃料輸送物の表面の二箇所 

三 前二号に掲げる核燃料輸

送物以外のもの 

第三類黄標識（別記第十九に掲

げるもの） 

核燃料輸送物の表面の二箇所 

二 次のイからチまでに掲げる核燃料輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該イ

からチまでに掲げる事項を鮮明に表示しておくこと。 

イ 核燃料輸送物 荷送人又は荷受人の氏名又は名称及び住所 

ロ 総重量が五十キログラムを超える核燃料輸送物 総重量 

ハ Ａ型輸送物 「Ａ型」又は「ＴＹＰＥ Ａ」の文字 

ニ ＢＭ型輸送物 「ＢＭ型」又は「ＴＹＰＥ Ｂ（Ｍ）」の文字 

ホ ＢＵ型輸送物 「ＢＵ型」又は「ＴＹＰＥ Ｂ（Ｕ）」の文字 

ヘ ＩＰ―１型輸送物 「ＩＰ―１型」又は「ＴＹＰＥ ＩＰ―１」の文字 

ト ＩＰ―２型輸送物 「ＩＰ―２型」又は「ＴＹＰＥ ＩＰ―２」の文字 

チ ＩＰ―３型輸送物 「ＩＰ―３型」又は「ＴＹＰＥ ＩＰ―３」の文字 

三 ＢＭ型輸送物及びＢＵ型輸送物には、当該核燃料輸送物の容器の耐火性及び耐水性を有する

最も外側の表面に、耐火性及び耐水性を有する三葉マーク（別記第二十に掲げるもの）を鮮明

に表示すること。 

四 核分裂性輸送物にあっては、別記第二十一に掲げる標識を第一号に規定する標識に隣接して

取り付けること。 

（放射線業務従事者に係る線量限度） 

第三十八条 規則第十七条第八号の原子力規制委員会の定める線量限度は、実効線量について次の

とおりとする。 

一 五年間（平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間をいう。以下同じ。）につき百

ミリシーベルト 

二 一年間（四月一日を始期とする一年間をいう。以下同じ。）につき五十ミリシーベルト 



三 女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を法第五十七条の八に規定する原子

力事業者等（以下単に「原子力事業者等」という。）及び原子力事業者等から運搬を委託され

た者に書面で申し出た者を除く。）については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、

十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト 

２ 規則第十七条第八号の原子力規制委員会の定める線量限度は、等価線量について次のとおりと

する。 

一 眼の水晶体については、一年間につき百五十ミリシーベルト 

二 皮膚については、一年間につき五百ミリシーベルト 

三 妊娠中である女子の腹部表面については、本人の申出等により、原子力事業者等及び原子力

事業者等から運搬を委託された者が妊娠の事実を知ったときから出産するまでの間につき二ミ

リシーベルト 

（実効線量等の算定） 

第三十九条 前条の実効線量は、一センチメートル線量当量とする。 

２ 前条の等価線量は、次のとおりとする。 

一 皮膚の等価線量は、七十マイクロメートル線量当量とすること。 

二 眼の水晶体の等価線量は、一センチメートル線量当量又は七十マイクロメートル線量当量の

うち、適切な方とすること。 

三 第三十八条第二項第三号に規定する女子の腹部表面の等価線量は、一センチメートル線量当

量とすること。 

３ 前条の実効線量又は等価線量の算定に当たっては、診療を受けるための被ばくを除くものとす

る。 

４ 第一項及び第二項の規定については、原子力規制委員会が認めた場合に他の方法により算定す

ることを妨げるものではない。 

（確認を要しない核分裂性物質） 

第四十条 規則第十八条第二項の原子力規制委員会の定める核分裂性物質は、第二十三条第一項及

び第二十三条の二に定める核燃料輸送物として運搬される核分裂性物質とする。 

（設計承認の申請等） 

第四十一条 規則第二十一条第二項の規定の適用を受けようとする者は、別記様式第八（既に同項

の適用を受けた設計の変更を行う場合は別記様式第九）による申請書に、同条第一項第二号の書

類及び輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る。）に関する説明書を添えて、

原子力規制委員会に提出しなければならない。 

２ 原子力規制委員会は、規則第二十一条第二項の規定を適用したときは、次の各号に掲げる事項

を記載した核燃料輸送物設計承認書を交付する。 

一 設計承認番号 

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

三 核燃料輸送物の名称 

四 核燃料輸送物の種類 

五 核燃料輸送物の外形寸法、重量その他の仕様 

六 臨界安全評価における浸水の領域に関する事項 

七 収納物の密封性に関する事項 

八 ＢＭ型輸送物にあっては、ＢＵ型輸送物の設計基準のうち適合しない基準 

九 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項 

十 核燃料輸送物設計承認書の有効期間 



３ 前項の規定により核燃料輸送物設計承認書の交付を受けた者は、当該核燃料輸送物の設計の変

更がないことを示して、有効期間の更新を受けることができる。 

４ 前項の更新を受けようとする者は、別記様式第十による核燃料輸送物設計承認有効期間更新申

請書に、当該更新を受けようとする核燃料輸送物に係る核燃料輸送物設計承認書を添えて、原子

力規制委員会に提出しなければならない。 

５ 原子力規制委員会は、第三項に規定する更新をしたときは、核燃料輸送物設計承認書を書き換

えて交付するものとする。 

６ 第二項の規定により核燃料輸送物設計承認書の交付を受けた者は、同項第二号に掲げる事項を

変更したときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第十一による核燃料輸送物設計承認書記

載事項変更届出書を提出しなければならない。 

７ 第二項の規定により核燃料輸送物設計承認書の交付を受けた者は、承認を受けた核燃料輸送物

の設計を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に別記様式第十二による核燃料輸送物設計承

認書廃止届出書に当該核燃料輸送物設計承認書を添えて原子力規制委員会に提出しなければなら

ない。 

８ 第一項の核燃料輸送物設計承認申請書、第四項の核燃料輸送物設計承認有効期間更新申請書、

第六項の核燃料輸送物設計承認書記載事項変更届出書及び第七項の核燃料輸送物設計承認書廃止

届出書の提出部数は、それぞれ正本一通とする。 

（緊急作業に係る線量限度） 

第四十二条 規則第二十六条第二項の原子力規制委員会の定める線量限度は、実効線量について百

ミリシーベルト、眼の水晶体の等価線量について三百ミリシーベルト及び皮膚の等価線量につい

て一シーベルトとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、原子力災害対策特別措置法施行令（平成十二年政令第百九十五号）

第四条第四項第四号若しくは第六条第三項第三号の区分により同号に定める放射線量が検出され

たこと又は原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係

る事象等に関する命令（平成二十四年文部科学省／経済産業省／国土交通省令第二号）第三条若

しくは第四条の事象が発生した場合の規則第二十六条第二項の原子力規制委員会の定める線量限

度は、実効線量について二百五十ミリシーベルト、眼の水晶体の等価線量について三百ミリシー

ベルト及び皮膚の等価線量について一シーベルトとする。 

３ 規則第二十六条第三項第三号の原子力規制委員会が定める場合は、前項に掲げる事象のいずれ

かが発生した場合とする。 

前 文〔抄〕〔平成一二年一二月二六日科学技術庁告示第一二号〕 

平成十三年一月六日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成一二年一二月二六日科学技術庁告示第一七号〕 

平成十三年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成一三年六月五日文部科学・経済産業・国土交通省告示第一号〕 

平成十三年七月一日から施行する。 

前 文〔抄〕〔平成一五年一二月二五日文部科学・経済産業・国土交通省告示第一号〕 

平成十六年一月一日から施行する。 

前 文〔抄〕〔平成一六年一二月二四日文部科学・経済産業・国土交通省告示第一号〕 

平成十七年一月一日から施行する。 

前 文〔抄〕〔平成一七年一一月二四日文部科学・経済産業・国土交通省告示第一号〕 

平成十七年十二月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成一八年一二月二六日文部科学・経済産業・国土交通省告示第一号〕 



平成十九年一月一日から適用する。 

附 則〔平成二三年二月一日文部科学・経済産業・国土交通省告示第一号〕 

（施行期日） 

第一条 この告示は、平成二十三年二月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この告示の施行の日前に核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

（以下「規則」という。）第十九条第一項及び第五項の規定により行われた申請については、こ

の告示による改正後の平成二年科学技術庁告示第五号（核燃料物質等の工場又は事業所の外にお

ける運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示。以下「新告示」という。）第二十三

条第一号及び第四号並びに別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

第三条 この告示の施行の日前に規則第二十一条第一項及び第二十三条第二項又は改正前の平成二

年科学技術庁告示第五号（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基

準に係る細目等を定める告示）第四十一条第一項及び第四項の規定により行われた申請について

は、当該申請に係る容器承認書の承認容器として使用する期間又は核燃料輸送物設計承認書の有

効期間までは、新告示第二十三条第一号及び第四号並びに別表第一の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 

第四条 この告示の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するま

では、なお従前の例による。 

附 則〔平成二四年九月一四日文部科学・経済産業・国土交通省告示第一号〕 

この告示は、原子力規制委員会設置法〔平成二四年六月法律第四七号〕の施行の日（平成二十四

年九月十九日）から施行する。 

附 則〔平成二六年二月二八日原子力規制委員会告示第一号〕 

この告示は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律〔平成二五年一一月法律第八

二号〕の施行の日（平成二十六年三月一日）から施行する。 

附 則〔平成二六年一二月一〇日原子力規制委員会告示第六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この告示は、平成二十七年一月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この告示の施行の日前に改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関す

る技術上の基準に係る細目等を定める告示（平成二年科学技術庁告示第五号）第四十一条第四項

の規定により行われた申請については、この告示による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所

の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示第四十一条第四項及び第五項

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

第四条 この告示の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等

については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。 

附 則〔平成二七年八月三一日原子力規制委員会告示第九号〕 

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則〔平成三〇年六月八日原子力規制委員会告示第四号〕 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則〔令和元年六月二八日原子力規制委員会告示第三号〕 

この告示は、令和元年七月一日から施行する。 

附 則〔令和元年七月一日原子力規制委員会告示第四号〕 

この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律〔平成三〇年五月法律第三三号〕の施行の



日（令和元年七月一日）から施行する。 

附 則〔令和二年三月十六日原子力規制委員会告示第四号〕 

（施行期日） 

１ この告示は、令和二年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の平成二年科学技術庁告示第五号第十一条、

第三十四条又は第四十一条第一項の規定によりされている申請は、それぞれこの告示による改

正後の平成二年科学技術庁告示第五号第十一条第一項若しくは第二項、第三十四条又は第四十

一条第一項の規定による申請とみなす。 

別表第一（第三条関係） 

種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性物質の場合の数量の限度 

第一欄 第二欄 第三欄 

原
子
番
号 

放射性物質の種類 特別形核燃料物質等である

場合の数量 

（Ａ１値） 

特別形核燃料物質等以外の

核燃料物質等である場合の

数量 

（Ａ２値） 

単位 ＴＢｑ 単位 ＴＢｑ 

１ ３ Ｈ ４０ ４０ 

４ ７ Ｂｅ ２０ ２０ 

４ １０ Ｂｅ ４０ ０．６ 

６ １１ Ｃ １ ０．６ 

６ １４ Ｃ ４０ ３ 

７ １３ Ｎ ０．９ ０．６ 

９ １８ Ｆ １ ０．６ 

１１ ２２ Ｎａ ０．５ ０．５ 

１１ ２４ Ｎａ ０．２ ０．２ 

１２ ２８ Ｍｇ ０．３ ０．３ 

１３ ２６ Ａｌ ０．１ ０．１ 

１４ ３１ Ｓｉ ０．６ ０．６ 

１４ ３２ Ｓｉ ４０ ０．５ 

１５ ３２ Ｐ ０．５ ０．５ 

１５ ３３ Ｐ ４０ １ 

１６ ３５ Ｓ ４０ ３ 

１７ ３６ Ｃｌ １０ ０．６ 

１７ ３８ Ｃｌ ０．２ ０．２ 



１８ ３７ Ａｒ ４０ ４０ 

１８ ３９ Ａｒ ４０ ２０ 

１８ ４１ Ａｒ ０．３ ０．３ 

１９ ４０ Ｋ ０．９ ０．９ 

１９ ４２ Ｋ ０．２ ０．２ 

１９ ４３ Ｋ ０．７ ０．６ 

２０ ４１ Ｃａ 制限なし 制限なし 

２０ ４５ Ｃａ ４０ １ 

２０ ４７ Ｃａ ３ ０．３ 

２１ ４４ Ｓｃ ０．５ ０．５ 

２１ ４６ Ｓｃ ０．５ ０．５ 

２１ ４７ Ｓｃ １０ ０．７ 

２１ ４８ Ｓｃ ０．３ ０．３ 

２２ ４４ Ｔｉ ０．５ ０．４ 

２３ ４８ Ｖ ０．４ ０．４ 

２３ ４９ Ｖ ４０ ４０ 

２４ ５１ Ｃｒ ３０ ３０ 

２５ ５２ Ｍｎ ０．３ ０．３ 

２５ ５３ Ｍｎ 制限なし 制限なし 

２５ ５４ Ｍｎ １ １ 

２５ ５６ Ｍｎ ０．３ ０．３ 

２６ ５２ Ｆｅ ０．３ ０．３ 

２６ ５５ Ｆｅ ４０ ４０ 

２６ ５９ Ｆｅ ０．９ ０．９ 

２６ ６０ Ｆｅ ４０ ０．２ 

２７ ５５ Ｃｏ ０．５ ０．５ 

２７ ５６ Ｃｏ ０．３ ０．３ 

２７ ５７ Ｃｏ １０ １０ 

２７ ５８ Ｃｏ １ １ 

２７ ５８ｍ Ｃｏ ４０ ４０ 

２７ ６０ Ｃｏ ０．４ ０．４ 



２８ ５９ Ｎｉ 制限なし 制限なし 

２８ ６３ Ｎｉ ４０ ３０ 

２８ ６５ Ｎｉ ０．４ ０．４ 

２９ ６４ Ｃｕ ６ １ 

２９ ６７ Ｃｕ １０ ０．７ 

３０ ６５ Ｚｎ ２ ２ 

３０ ６９ Ｚｎ ３ ０．６ 

３０ ６９ｍ Ｚｎ ３ ０．６ 

３１ ６７ Ｇａ ７ ３ 

３１ ６８ Ｇａ ０．５ ０．５ 

３１ ７２ Ｇａ ０．４ ０．４ 

３２ ６８ Ｇｅ ０．５ ０．５ 

３２ ７１ Ｇｅ ４０ ４０ 

３２ ７７ Ｇｅ ０．３ ０．３ 

３３ ７２ Ａｓ ０．３ ０．３ 

３３ ７３ Ａｓ ４０ ４０ 

３３ ７４ Ａｓ １ ０．９ 

３３ ７６ Ａｓ ０．３ ０．３ 

３３ ７７ Ａｓ ２０ ０．７ 

３４ ７５ Ｓｅ ３ ３ 

３４ ７９ Ｓｅ ４０ ２ 

３５ ７６ Ｂｒ ０．４ ０．４ 

３５ ７７ Ｂｒ ３ ３ 

３５ ８２ Ｂｒ ０．４ ０．４ 

３６ ７９ Ｋｒ ４ ２ 

３６ ８１ Ｋｒ ４０ ４０ 

３６ ８５ Ｋｒ １０ １０ 

３６ ８５ｍ Ｋｒ ８ ３ 

３６ ８７ Ｋｒ ０．２ ０．２ 

３７ ８１ Ｒｂ ２ ０．８ 

３７ ８３ Ｒｂ ２ ２ 



３７ ８４ Ｒｂ １ １ 

３７ ８６ Ｒｂ ０．５ ０．５ 

３７ ８７ Ｒｂ 制限なし 制限なし 

３７  Ｒｂ（天然の混合比の

もの） 

制限なし 制限なし 

３８ ８２ Ｓｒ ０．２ ０．２ 

３８ ８５ Ｓｒ ２ ２ 

３８ ８５ｍ Ｓｒ ５ ５ 

３８ ８７ｍ Ｓｒ ３ ３ 

３８ ８９ Ｓｒ ０．６ ０．６ 

３８ ９０ Ｓｒ ０．３ ０．３ 

３８ ９１ Ｓｒ ０．３ ０．３ 

３８ ９２ Ｓｒ １ ０．３ 

３９ ８７ Ｙ １ １ 

３９ ８８ Ｙ ０．４ ０．４ 

３９ ９０ Ｙ ０．３ ０．３ 

３９ ９１ Ｙ ０．６ ０．６ 

３９ ９１ｍ Ｙ ２ ２ 

３９ ９２ Ｙ ０．２ ０．２ 

３９ ９３ Ｙ ０．３ ０．３ 

４０ ８８ Ｚｒ ３ ３ 

４０ ９３ Ｚｒ 制限なし 制限なし 

４０ ９５ Ｚｒ ２ ０．８ 

４０ ９７ Ｚｒ ０．４ ０．４ 

４１ ９３ｍ Ｎｂ ４０ ３０ 

４１ ９４ Ｎｂ ０．７ ０．７ 

４１ ９５ Ｎｂ １ １ 

４１ ９７ Ｎｂ ０．９ ０．６ 

４２ ９３ Ｍｏ ４０ ２０ 

４２ ９９ Ｍｏ １ ０．６ 

４３ ９５ｍ Ｔｃ ２ ２ 

４３ ９６ Ｔｃ ０．４ ０．４ 



４３ ９６ｍ Ｔｃ ０．４ ０．４ 

４３ ９７ Ｔｃ 制限なし 制限なし 

４３ ９７ｍ Ｔｃ ４０ １ 

４３ ９８ Ｔｃ ０．８ ０．７ 

４３ ９９ Ｔｃ ４０ ０．９ 

４３ ９９ｍ Ｔｃ １０ ４ 

４４ ９７ Ｒｕ ５ ５ 

４４ １０３ Ｒｕ ２ ２ 

４４ １０５ Ｒｕ １ ０．６ 

４４ １０６ Ｒｕ ０．２ ０．２ 

４５ ９９ Ｒｈ ２ ２ 

４５ １０１ Ｒｈ ４ ３ 

４５ １０２ Ｒｈ ０．５ ０．５ 

４５ １０２ｍ Ｒｈ ２ ２ 

４５ １０３ｍ Ｒｈ ４０ ４０ 

４５ １０５ Ｒｈ １０ ０．８ 

４６ １０３ Ｐｄ ４０ ４０ 

４６ １０７ Ｐｄ 制限なし 制限なし 

４６ １０９ Ｐｄ ２ ０．５ 

４７ １０５ Ａｇ ２ ２ 

４７ １０８ｍ Ａｇ ０．７ ０．７ 

４７ １１０ｍ Ａｇ ０．４ ０．４ 

４７ １１１ Ａｇ ２ ０．６ 

４８ １０９ Ｃｄ ３０ ２ 

４８ １１３ｍ Ｃｄ ４０ ０．５ 

４８ １１５ Ｃｄ ３ ０．４ 

４８ １１５ｍ Ｃｄ ０．５ ０．５ 

４９ １１１ Ｉｎ ３ ３ 

４９ １１３ｍ Ｉｎ ４ ２ 

４９ １１４ｍ Ｉｎ １０ ０．５ 

４９ １１５ｍ Ｉｎ ７ １ 



５０ １１３ Ｓｎ ４ ２ 

５０ １１７ｍ Ｓｎ ７ ０．４ 

５０ １１９ｍ Ｓｎ ４０ ３０ 

５０ １２１ｍ Ｓｎ ４０ ０．９ 

５０ １２３ Ｓｎ ０．８ ０．６ 

５０ １２５ Ｓｎ ０．４ ０．４ 

５０ １２６ Ｓｎ ０．６ ０．４ 

５１ １２２ Ｓｂ ０．４ ０．４ 

５１ １２４ Ｓｂ ０．６ ０．６ 

５１ １２５ Ｓｂ ２ １ 

５１ １２６ Ｓｂ ０．４ ０．４ 

５２ １２１ Ｔｅ ２ ２ 

５２ １２１ｍ Ｔｅ ５ ３ 

５２ １２３ｍ Ｔｅ ８ １ 

５２ １２５ｍ Ｔｅ ２０ ０．９ 

５２ １２７ Ｔｅ ２０ ０．７ 

５２ １２７ｍ Ｔｅ ２０ ０．５ 

５２ １２９ Ｔｅ ０．７ ０．６ 

５２ １２９ｍ Ｔｅ ０．８ ０．４ 

５２ １３１ｍ Ｔｅ ０．７ ０．５ 

５２ １３２ Ｔｅ ０．５ ０．４ 

５３ １２３ Ｉ ６ ３ 

５３ １２４ Ｉ １ １ 

５３ １２５ Ｉ ２０ ３ 

５３ １２６ Ｉ ２ １ 

５３ １２９ Ｉ 制限なし 制限なし 

５３ １３１ Ｉ ３ ０．７ 

５３ １３２ Ｉ ０．４ ０．４ 

５３ １３３ Ｉ ０．７ ０．６ 

５３ １３４ Ｉ ０．３ ０．３ 

５３ １３５ Ｉ ０．６ ０．６ 



５４ １２２ Ｘｅ ０．４ ０．４ 

５４ １２３ Ｘｅ ２ ０．７ 

５４ １２７ Ｘｅ ４ ２ 

５４ １３１ｍ Ｘｅ ４０ ４０ 

５４ １３３ Ｘｅ ２０ １０ 

５４ １３５ Ｘｅ ３ ２ 

５５ １２９ Ｃｓ ４ ４ 

５５ １３１ Ｃｓ ３０ ３０ 

５５ １３２ Ｃｓ １ １ 

５５ １３４ Ｃｓ ０．７ ０．７ 

５５ １３４ｍ Ｃｓ ４０ ０．６ 

５５ １３５ Ｃｓ ４０ １ 

５５ １３６ Ｃｓ ０．５ ０．５ 

５５ １３７ Ｃｓ ２ ０．６ 

５６ １３１ Ｂａ ２ ２ 

５６ １３３ Ｂａ ３ ３ 

５６ １３３ｍ Ｂａ ２０ ０．６ 

５６ １４０ Ｂａ ０．５ ０．３ 

５７ １３７ Ｌａ ３０ ６ 

５７ １４０ Ｌａ ０．４ ０．４ 

５８ １３９ Ｃｅ ７ ２ 

５８ １４１ Ｃｅ ２０ ０．６ 

５８ １４３ Ｃｅ ０．９ ０．６ 

５８ １４４ Ｃｅ ０．２ ０．２ 

５９ １４２ Ｐｒ ０．４ ０．４ 

５９ １４３ Ｐｒ ３ ０．６ 

６０ １４７ Ｎｄ ６ ０．６ 

６０ １４９ Ｎｄ ０．６ ０．５ 

６１ １４３ Ｐｍ ３ ３ 

６１ １４４ Ｐｍ ０．７ ０．７ 

６１ １４５ Ｐｍ ３０ １０ 



６１ １４７ Ｐｍ ４０ ２ 

６１ １４８ｍ Ｐｍ ０．８ ０．７ 

６１ １４９ Ｐｍ ２ ０．６ 

６１ １５１ Ｐｍ ２ ０．６ 

６２ １４５ Ｓｍ １０ １０ 

６２ １４７ Ｓｍ 制限なし 制限なし 

６２ １５１ Ｓｍ ４０ １０ 

６２ １５３ Ｓｍ ９ ０．６ 

６３ １４７ Ｅｕ ２ ２ 

６３ １４８ Ｅｕ ０．５ ０．５ 

６３ １４９ Ｅｕ ２０ ２０ 

６３ １５０ Ｅｕ（短半減期のもの） ２ ０．７ 

６３ １５０ Ｅｕ（長半減期のもの） ０．７ ０．７ 

６３ １５２ Ｅｕ １ １ 

６３ １５２ｍ Ｅｕ ０．８ ０．８ 

６３ １５４ Ｅｕ ０．９ ０．６ 

６３ １５５ Ｅｕ ２０ ３ 

６３ １５６ Ｅｕ ０．７ ０．７ 

６４ １４６ Ｇｄ ０．５ ０．５ 

６４ １４８ Ｇｄ ２０ ０．００２ 

６４ １５３ Ｇｄ １０ ９ 

６４ １５９ Ｇｄ ３ ０．６ 

６５ １５７ Ｔｂ ４０ ４０ 

６５ １５８ Ｔｂ １ １ 

６５ １６０ Ｔｂ １ ０．６ 

６６ １５９ Ｄｙ ２０ ２０ 

６６ １６５ Ｄｙ ０．９ ０．６ 

６６ １６６ Ｄｙ ０．９ ０．３ 

６７ １６６ Ｈｏ ０．４ ０．４ 

６７ １６６ｍ Ｈｏ ０．６ ０．５ 

６８ １６９ Ｅｒ ４０ １ 



６８ １７１ Ｅｒ ０．８ ０．５ 

６９ １６７ Ｔｍ ７ ０．８ 

６９ １７０ Ｔｍ ３ ０．６ 

６９ １７１ Ｔｍ ４０ ４０ 

７０ １６９ Ｙｂ ４ １ 

７０ １７５ Ｙｂ ３０ ０．９ 

７１ １７２ Ｌｕ ０．６ ０．６ 

７１ １７３ Ｌｕ ８ ８ 

７１ １７４ Ｌｕ ９ ９ 

７１ １７４ｍ Ｌｕ ２０ １０ 

７１ １７７ Ｌｕ ３０ ０．７ 

７２ １７２ Ｈｆ ０．６ ０．６ 

７２ １７５ Ｈｆ ３ ３ 

７２ １８１ Ｈｆ ２ ０．５ 

７２ １８２ Ｈｆ 制限なし 制限なし 

７３ １７８ Ｔａ（長半減期のもの） １ ０．８ 

７３ １７９ Ｔａ ３０ ３０ 

７３ １８２ Ｔａ ０．９ ０．５ 

７４ １７８ Ｗ ９ ５ 

７４ １８１ Ｗ ３０ ３０ 

７４ １８５ Ｗ ４０ ０．８ 

７４ １８７ Ｗ ２ ０．６ 

７４ １８８ Ｗ ０．４ ０．３ 

７５ １８４ Ｒｅ １ １ 

７５ １８４ｍ Ｒｅ ３ １ 

７５ １８６ Ｒｅ ２ ０．６ 

７５ １８７ Ｒｅ 制限なし 制限なし 

７５ １８８ Ｒｅ ０．４ ０．４ 

７５ １８９ Ｒｅ ３ ０．６ 

７５  Ｒｅ（天然の混合比の

もの） 

制限なし 制限なし 

７６ １８５ Ｏｓ １ １ 



７６ １９１ Ｏｓ １０ ２ 

７６ １９１ｍ Ｏｓ ４０ ３０ 

７６ １９３ Ｏｓ ２ ０．６ 

７６ １９４ Ｏｓ ０．３ ０．３ 

７７ １８９ Ｉｒ １０ １０ 

７７ １９０ Ｉｒ ０．７ ０．７ 

７７ １９２ Ｉｒ １ ０．６ 

７７ １９４ Ｉｒ ０．３ ０．３ 

７８ １８８ Ｐｔ １ ０．８ 

７８ １９１ Ｐｔ ４ ３ 

７８ １９３ Ｐｔ ４０ ４０ 

７８ １９３ｍ Ｐｔ ４０ ０．５ 

７８ １９５ｍ Ｐｔ １０ ０．５ 

７８ １９７ Ｐｔ ２０ ０．６ 

７８ １９７ｍ Ｐｔ １０ ０．６ 

７９ １９３ Ａｕ ７ ２ 

７９ １９４ Ａｕ １ １ 

７９ １９５ Ａｕ １０ ６ 

７９ １９８ Ａｕ １ ０．６ 

７９ １９９ Ａｕ １０ ０．６ 

８０ １９４ Ｈｇ １ １ 

８０ １９５ｍ Ｈｇ ３ ０．７ 

８０ １９７ Ｈｇ ２０ １０ 

８０ １９７ｍ Ｈｇ １０ ０．４ 

８０ ２０３ Ｈｇ ５ １ 

８１ ２００ Ｔｌ ０．９ ０．９ 

８１ ２０１ Ｔｌ １０ ４ 

８１ ２０２ Ｔｌ ２ ２ 

８１ ２０４ Ｔｌ １０ ０．７ 

８２ ２０１ Ｐｂ １ １ 

８２ ２０２ Ｐｂ ４０ ２０ 



８２ ２０３ Ｐｂ ４ ３ 

８２ ２０５ Ｐｂ 制限なし 制限なし 

８２ ２１０ Ｐｂ １ ０．０５ 

８２ ２１２ Ｐｂ ０．７ ０．２ 

８３ ２０５ Ｂｉ ０．７ ０．７ 

８３ ２０６ Ｂｉ ０．３ ０．３ 

８３ ２０７ Ｂｉ ０．７ ０．７ 

８３ ２１０ Ｂｉ １ ０．６ 

８３ ２１０ｍ Ｂｉ ０．６ ０．０２ 

８３ ２１２ Ｂｉ ０．７ ０．６ 

８４ ２１０ Ｐｏ ４０ ０．０２ 

８５ ２１１ Ａｔ ２０ ０．５ 

８６ ２２２ Ｒｎ ０．３ ０．００４ 

８８ ２２３ Ｒａ ０．４ ０．００７ 

８８ ２２４ Ｒａ ０．４ ０．０２ 

８８ ２２５ Ｒａ ０．２ ０．００４ 

８８ ２２６ Ｒａ ０．２ ０．００３ 

８８ ２２８ Ｒａ ０．６ ０．０２ 

８９ ２２５ Ａｃ ０．８ ０．００６ 

８９ ２２７ Ａｃ ０．９ ０．００００９ 

８９ ２２８ Ａｃ ０．６ ０．５ 

９０ ２２７ Ｔｈ １０ ０．００５ 

９０ ２２８ Ｔｈ ０．５ ０．００１ 

９０ ２２９ Ｔｈ ５ ０．０００５ 

９０ ２３０ Ｔｈ １０ ０．００１ 

９０ ２３１ Ｔｈ ４０ ０．０２ 

９０ ２３２ Ｔｈ 制限なし 制限なし 

９０ ２３４ Ｔｈ ０．３ ０．３ 

９０  Ｔｈ（天然の混合比の

もの） 

制限なし 制限なし 

９１ ２３０ Ｐａ ２ ０．０７ 

９１ ２３１ Ｐａ ４ ０．０００４ 



９１ ２３３ Ｐａ ５ ０．７ 

９２ ２３０ Ｕ（Ｆ） ４０ ０．１ 

９２ ２３０ Ｕ（Ｍ） ４０ ０．００４ 

９２ ２３０ Ｕ（Ｓ） ３０ ０．００３ 

９２ ２３２ Ｕ（Ｆ） ４０ ０．０１ 

９２ ２３２ Ｕ（Ｍ） ４０ ０．００７ 

９２ ２３２ Ｕ（Ｓ） １０ ０．００１ 

９２ ２３３ Ｕ（Ｆ） ４０ ０．０９ 

９２ ２３３ Ｕ（Ｍ） ４０ ０．０２ 

９２ ２３３ Ｕ（Ｓ） ４０ ０．００６ 

９２ ２３４ Ｕ（Ｆ） ４０ ０．０９ 

９２ ２３４ Ｕ（Ｍ） ４０ ０．０２ 

９２ ２３４ Ｕ（Ｓ） ４０ ０．００６ 

９２ ２３５ Ｕ 制限なし 制限なし 

９２ ２３６ Ｕ（Ｆ） 制限なし 制限なし 

９２ ２３６ Ｕ（Ｍ） ４０ ０．０２ 

９２ ２３６ Ｕ（Ｓ） ４０ ０．００６ 

９２ ２３８ Ｕ 制限なし 制限なし 

９２  Ｕ（天然の混合比のも

の） 

制限なし 制限なし 

９２  Ｕ（未照射、かつ濃縮

度２０％以下のもの） 

制限なし 制限なし 

９２  Ｕ（劣化したもの） 制限なし 制限なし 

９３ ２３５ Ｎｐ ４０ ４０ 

９３ ２３６ Ｎｐ（短半減期のもの） ２０ ２ 

９３ ２３６ Ｎｐ（長半減期のもの） ９ ０．０２ 

９３ ２３７ Ｎｐ ２０ ０．００２ 

９３ ２３９ Ｎｐ ７ ０．４ 

９４ ２３６ Ｐｕ ３０ ０．００３ 

９４ ２３７ Ｐｕ ２０ ２０ 

９４ ２３８ Ｐｕ １０ ０．００１ 

９４ ２３９ Ｐｕ １０ ０．００１ 



９４ ２４０ Ｐｕ １０ ０．００１ 

９４ ２４１ Ｐｕ ４０ ０．０６ 

９４ ２４２ Ｐｕ １０ ０．００１ 

９４ ２４４ Ｐｕ ０．４ ０．００１ 

９５ ２４１ Ａｍ １０ ０．００１ 

９５ ２４２ｍ Ａｍ １０ ０．００１ 

９５ ２４３ Ａｍ ５ ０．００１ 

９６ ２４０ Ｃｍ ４０ ０．０２ 

９６ ２４１ Ｃｍ ２ １ 

９６ ２４２ Ｃｍ ４０ ０．０１ 

９６ ２４３ Ｃｍ ９ ０．００１ 

９６ ２４４ Ｃｍ ２０ ０．００２ 

９６ ２４５ Ｃｍ ９ ０．０００９ 

９６ ２４６ Ｃｍ ９ ０．０００９ 

９６ ２４７ Ｃｍ ３ ０．００１ 

９６ ２４８ Ｃｍ ０．０２ ０．０００３ 

９７ ２４７ Ｂｋ ８ ０．０００８ 

９７ ２４９ Ｂｋ ４０ ０．３ 

９８ ２４８ Ｃｆ ４０ ０．００６ 

９８ ２４９ Ｃｆ ３ ０．０００８ 

９８ ２５０ Ｃｆ ２０ ０．００２ 

９８ ２５１ Ｃｆ ７ ０．０００７ 

９８ ２５２ Ｃｆ ０．１ ０．００３ 

９８ ２５３ Ｃｆ ４０ ０．０４ 

９８ ２５４ Ｃｆ ０．００１ ０．００１ 

（備考）(Ｆ)は輸送の平常時及び事故時の両方の条件において、ＵＦ６、ＵＯ２Ｆ２及びＵＯ２（Ｎ

Ｏ３）２の化学形をとるウラン化合物にのみ適用し、(Ｍ)は輸送の平常時及び事故時の両方

の条件において、ＵＯ３、ＵＦ４、ＵＣＩ４及び６価の化合物の化学形をとるウラン化合物に

のみ適用し、(Ｓ)は(Ｆ)及び(Ｍ)に定めた以外のすべてのウラン化合物に適用する。 

別表第二（第三条関係） 

種類が明らかであって、一種類であり、かつ、別表第一に掲げる放射性物質以外の放射性物質

の場合の数量の限度 

第一欄 第二欄 第三欄 



区分 特別形核燃料物質等である場

合の数量（Ａ１値） 

特別形核燃料物質等以外の核

燃料物質等である場合の数量

（Ａ２値） 

単位 ＴＢｑ 単位 ＴＢｑ 

一 放出する放射線が一種類の場

合（二に該当する場合を除く。） 

    

イ ガンマ線又はエックス線を

放出する場合（陽電子消滅に

より発生するガンマ線を含

む。） 

１×１０－１３／ｅｐｔ 

（４０を超える場合には、４

０） 

１×１０－１３／ｅｐｔ 

（４０を超える場合には、４

０） 

ロ ベータ線を放出する場合 １×１０－１２／ｅβ 

（４０を超える場合には、４

０） 

２．８×１０－１４／ｈｓｋｉｎ 

（４０を超える場合には、４

０） 

ハ 吸入摂取又は経口摂取する

おそれがある場合（核原料物

質又は核燃料物質の製錬の事

業に関する規則等の規定に基

づく線量限度等を定める告示

（平成二十七年原子力規制委

員会告示第八号）（以下「線

量告示」という。）別表第一

第二欄又は第三欄に数量の記

載がある場合をいう。） 

― ５×１０－５／ｅｉｎｈ 

（４０を超える場合には、４

０） 

ニ サブマージョンによる被ば

くのおそれがある場合（線量

告示別表第一第一欄に記載し

ている化学形が「サブマージ

ョン」である場合をいう。） 

― １．９×１０－１４／ｈｓｕｂ 

（４０を超える場合には、４

０） 

ホ アルファ線を放出する場合 ５×１０－１／ｅｉｎｈ 

（４０を超える場合には、４

０） 

５×１０－５／ｅｉｎｈ 

（４０を超える場合には、４

０） 

二 放出する放射線が一種類であ

り、当該放射性物質が原子核の

崩壊連鎖を生ずるもの（以下「親

核種」という。）であって、そ

の物理的半減期がその原子核の

崩壊によって生ずる放射性物質

（以下「娘核種」という。）の

物理的半減期より長く、かつ、

親核種及び娘核種に対する一

の第一欄の区分に応じ、それぞ

れ第二欄に掲げる数量のうち

最小のもの 

親核種及び娘核種に対する一

の第一欄の区分に応じ、それぞ

れ第三欄に掲げる数量のうち

最小のもの 



娘核種の物理的半減期が十日以

内である場合 

三 放出する放射線が二種類以上

の場合（四に該当する場合を除

く。） 

それぞれの放射線に対する一

の第一欄の区分に応じ、それぞ

れ第二欄に掲げる数量のうち

最小のもの 

それぞれの放射線に対する一

の第一欄の区分に応じ、それぞ

れ第三欄に掲げる数量のうち

最小のもの 

四 放出する放射線が二種類以上

であり、当該放射性物質の物理

的半減期が娘核種の物理的半減

期より長く、かつ、娘核種の物

理的半減期が十日以内である場

合 

それぞれの放射線に係る親核

種及び娘核種に対する一の第

一欄の区分に応じ、それぞれ第

二欄に掲げる数量のうち最小

のもの 

それぞれの放射線に係る親核

種及び娘核種に対する一の第

一欄の区分に応じ、それぞれ第

三欄に掲げる数量のうち最小

のもの 

備考 ｅｐｔは１メートルの距離における放射性物質の実効線量率係数（Ｓｖ・Ｂｑ－１・ｈ－１）を、

ｅβは自己遮蔽体から１メートルの距離におけるベータ線を放出する放射性物質の皮膚の等

価線量率係数（Ｓｖ・Ｂｑ－１・ｈ－１）を、ｈｓｋｉｎは放射性物質の単位密度当たりの皮膚の等

価線量率係数（Ｓｖ・ｓ－１・Ｂｑ－１・ｍ２）を、ｅｉｎｈは当該放射性物質の化学形を考慮しな

い場合における線量告示別表第一第二欄又は第三欄に掲げる値（ｍＳｖ・Ｂｑ－１）のうち小

なるものを、ｈｓｕｂはサブマージョンの実効線量係数（Ｓｖ・ｓ－１・Ｂｑ－１・ｍ３）をそれぞ

れ示す。 

別表第三（第三条関係） 

種類が明らかでない放射性物質の場合又は種類が明らかであって、一種類であり、かつ、別表

第一又は別表第二に数量が掲げられていない放射性物質の場合の数量の限度 

 

第一欄 第二欄 第三欄 

区分 特別形核燃料物質等である場合

の数量（Ａ１値） 

特別形核燃料物質等以外の核燃

料物質等である場合の数量（Ａ２

値） 

単位 ＴＢｑ 単位 ＴＢｑ 

一 ベータ線又はガンマ線のみ

を放出する場合 

０．１ ０．０２ 

二 アルファ線を放出し、かつ、

中性子を放出しない場合 

０．２ ９×１０－５ 

三 一及び二に該当しない場合 ０．００１ ９×１０－５ 

別表第四（第三条関係） 

種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部又は一部が明らかである放射性物質の場合（別表第

五及び別表第六に該当する場合を除く。）の数量の限度 

 

第一欄 第二欄 



区分 数量 

単位 ＴＢｑ 

放射性物質の種類の全部及び種類別の数量の全

部が明らかな場合 

次の算式を満たすｘ１，ｘ２，…，ｘｎの数量 

ｘ１／Ｘ１＋ｘ２／Ｘ２＋…＋ｘｎ／Ｘｎ＝１ 

放射性物質の種類の全部又は一部が明らかであ

って種類別の数量の全部又は一部が明らかでな

い場合 

次の算式を満たすｘ１，ｘ２，…，ｘｎ及びｙの数

量 

ｘ１／Ｘ１＋ｘ２／Ｘ２＋…＋ｘｎ／Ｘｎ＋ｙ／Ｙ＝

１ 

備考 ｘ１，ｘ２，…，ｘｎは種類及び種類別の数量が明らかな各放射性物質の数量（テラベクレル）

を、Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｎはそれぞれｘ１，ｘ２，…，ｘｎに係る各放射性物質に対する別表第一、

別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を、ｙは種類又は種類別の数量が明ら

かでない放射性物質の数量（テラベクレル）を、Ｙはｙに係る放射性物質の種類の全部が明

らかな場合にあってはそれらの種類に対する別表第一、別表第二又は別表第三に掲げる数量

（テラベクレル）のうち最小のものを、ｙに係る放射性物質の種類の全部又は一部が明らか

でない場合にあってはｙに係る放射性物質に対する別表第三に掲げる数量（テラベクレル）

を示す。 

別表第五（第三条関係） 

種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部又は一部が明らかで、種類別の分率が明らかである

放射性物質の場合（別表第六に該当する場合を除く。）の数量の限度 

 

第一欄 第二欄 

区分 数量（Ａ２値） 

単位 ＴＢｑ 

放射性物質の種類の全部が明らかな場合 １／（ｆ１／Ｘ１＋ｆ２／Ｘ２＋…＋ｆｎ／Ｘｎ） 

放射性物質の種類の一部が明らかな場合 １／（ｆ１／Ｘ１＋ｆ２／Ｘ２＋…＋ｆｎ／Ｘｎ＋ｆｙ

／Ｙ） 

備考 ｆ１，ｆ２，…，ｆｎは種類が明らかな各放射性物質の分率、Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｎはｆ１，ｆ２，

…，ｆｎに係る各放射性物質に対する別表第一、別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラベ

クレル）を、ｆｙは種類が明らかでない放射性物質の分率を、Ｙは別表第三に掲げる数量（テ

ラベクレル）を示す。 

別表第六（第三条関係） 

種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かつ、その混合比が天然のものと等しい放射性

物質の場合の数量の限度 

 

第一欄 第二欄 第三欄 

区分 特別形核燃料物質等である場合の

数量（Ａ１値） 

特別形核燃料物質等以外の核燃料

物質等である場合の数量（Ａ２値） 

単位 ＴＢｑ 単位 ＴＢｑ 



その系列のすべての放射

性物質（親核種を除く。）

の物理的半減期が十日を

超えず、かつ、親核種の物

理的半減期より短い場合 

親核種に対する別表第一、別表第二

又は別表第三の第二欄に掲げる数

量 

親核種に対する別表第一、別表第二

又は別表第三の第三欄に掲げる数

量 

その系列の娘核種のうち、

その物理的半減期が十日

を超え、又は親核種の物理

的半減期より長いものが

ある場合 

次の算式を満たすｘ１，ｘ２，…，

ｘｎの数量 

ｘ１／Ｘ１＋ｘ２／Ｘ２＋…＋ｘｎ／

Ｘｎ＝１ 

次の算式を満たすｘ１，ｘ２，…，

ｘｎの数量 

ｘ１／Ｘ１＋ｘ２／Ｘ２＋…＋ｘｎ／

Ｘｎ＝１ 

備考 ｘ１，ｘ２，…，ｘｎは種類及び種類別の数量が明らかな各放射性物質の数量（テラベクレル）

を、Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｎはそれぞれｘ１，ｘ２，…，ｘｎに係る各放射性物質に対する別表第一、

別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を示す。 

別記第一（第三条関係） 特別形核燃料物質等に係る試験 

一 衝撃試験 

試験しようとする核燃料物質等をできるだけ模擬した供試物（以下「供試物」という。）を

九メートルの高さから落下させること。 

二 打撃試験 

供試物を表面が滑らかな鉛板の上に置き、一メートルの高さから一・四キログラムの物体を

自由落下させた場合と同等の衝撃力により、最大の破損を及ぼすように鋼製棒の平端面で打つ

こと。この場合において、鉛板は厚さが二・五センチメートル以下のものとし、鋼製棒はその

平端面の直径が二・五センチメートルであり、かつ、その角の半径が〇・三センチメートルの

ものとする。 

三 曲げ試験 

供試物を水平にクランプ面からその二分の一が出るように固定し、一メートルの高さから

一・四キログラムの物体を自由落下させた場合と同等の衝撃力により、最大の破損を及ぼすよ

うに鋼製棒の平端面で打つこと。この場合において、鋼製棒は、その平端面の直径が二・五セ

ンチメートルであり、かつ、その角の半径が〇・三センチメートルのものとする。 

四 加熱試験 

供試物を摂氏八百度の空気中に十分間置くこと。 

五 浸漬試験 

イ 固体状の核燃料物質等（カプセルに封入されたものを除く。）にあっては、供試物につい

て、次に掲げる試験をその順序で行うこと。 

（１） 常温の水中に七日間浸漬させること。 

（２） 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五十度まで加熱し、四時間保持すること。 

（３） 摂氏三十度以上であって湿度九十パーセント以上の空気中に七日間置くこと。 

（４） 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五十度まで加熱し、四時間保持すること。 

ロ 核燃料物質等を封入したカプセルにあっては、供試物について、次に掲げる試験をその順

序で行うこと。 

（１） 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五十度まで加熱し、四時間保持すること。 

（２） 摂氏三十度以上であって湿度九十パーセント以上の空気中に七日間置くこと。 

（３） 常温の水中に浸漬した状態で摂氏五十度まで加熱し、四時間保持すること。 



別記第二（第五条関係） ＬＳＡ―Ⅲに係る浸漬試験 

常温の水中に七日間浸漬させること。 

別記第三（第十三条関係） Ａ型輸送物に係る一般の試験条件及び液体状又は気体状の核燃料物質

等が収納されているＡ型輸送物に係る追加の試験条件 

一 Ａ型輸送物に係る一般の試験条件 

イ 五十ミリメートル毎時の雨量に相当する水を一時間吹き付けること。 

ロ イの条件の下に置いた後、次の条件の下に置くこと。ただし、（２）の条件については、

（１）、（３）及び（４）の供試物とは別個の供試物を用いること。 

（１） その重量が、五千キログラム未満のものにあっては一・二メートルの高さから、五

千キログラム以上一万キログラム未満のものにあっては〇・九メートルの高さから、一万

キログラム以上一万五千キログラム未満のものにあっては〇・六メートルの高さから、一

万五千キログラム以上のものにあっては〇・三メートルの高さから、それぞれ、最大の破

損を及ぼすように落下させること。 

（２） その重量が、五十キログラム以下のファイバー板製又は木製の直方体のものにあっ

ては、それぞれの角に対して最大の破損を及ぼすように、その重量が、百キログラム以下

のファイバー板製の円筒形のものにあっては、両縁の四半分ごとに対して最大の破損を及

ぼすように、それぞれ、〇・三メートルの高さから落下させること。 

（３） その重量の五倍に相当する荷重又は鉛直投影面積に十三キロパスカルを乗じて得た

値に相当する荷重のうち、いずれか大きいものを二十四時間加えること。 

（４） 重量が六キログラムであり、直径が三・二センチメートルの容易に破損しない棒で

あって、その先端が半球形のものを一メートルの高さから当該核燃料輸送物の最も弱い部

分に落下させること。 

二 液体状又は気体状の核燃料物質等（気体状のトリチウム及び希ガスを除く。）が収納されて

いるＡ型輸送物に係る追加の試験条件 

液体状又は気体状の核燃料物質等が収納されている核燃料輸送物にあっては、前号の条件の

下に置くほか、次のイ及びロの条件のうち、最大の破損を受ける条件の下に置くこと。 

イ 九メートルの高さから最大の破損を及ぼすように落下させること。 

ロ 前号ロ（４）に規定する棒を一・七メートルの高さから当該核燃料輸送物の最も弱い部分

に落下させること。 

別記第四（第十四条関係） ＢＭ型輸送物に係る一般の試験条件 

一 摂氏三十八度の条件下に一週間置くこと。この場合において、次の表の上欄に掲げる当該核

燃料輸送物の表面の形状及び位置の区分に応じ、それぞれ、同表下欄に掲げる放射熱を一日に

つき十二時間負荷すること。 

表面の形状及び位置の区分 放射熱（ワット毎平方メートル） 

水平に輸送される平面 下向きの表面 なし 

上向きの表面 八百 

垂直に輸送される表面及び水平に輸送され

ない下向きの表面 

二百 

その他の表面 四百 

二 別記第三第一号の条件の下に置くこと。 

備考 第一号及び第二号の条件については、同一の供試物を用いるものとする。 



別記第五（第十六条関係） ＢＭ型輸送物に係る特別の試験条件 

一 第二号の条件の下で核燃料輸送物が最大の破損を受けるような順序で次のイ及びロの条件の

下に順次置くこと。 

イ 九メートルの高さから落下させること。ただし、その重量が五百キログラム以下、比重が

一以下、かつ、収納する核燃料物質等が特別形核燃料物質等以外のものであって、当該核燃

料物質等の放射能の量がＡ２値の千倍を超えるものにあっては、これに代えて、重量が五百キ

ログラム、縦及び横の長さが一メートル、下面の端部及び隅角部の曲率半径が六ミリメート

ル以下の軟鋼板を九メートルの高さから当該核燃料輸送物が最大の破損を受けるように水平

に落下させること。 

ロ 垂直に固定した直径が十五センチメートルであり、長さが二十センチメートルの軟鋼丸棒

であって、その上面が滑らかな水平面であり、かつ、その端部の曲率半径が六ミリメートル

以下のものに一メートルの高さから落下させること。 

二 次の条件の下に順次置くこと。 

イ 摂氏三十八度の条件下に表面温度が一定になるまで置いた後、摂氏八百度で、かつ、平均

値が最小で〇・九の放射率を有する火炎の放射熱の条件下に三十分間置くこと。この場合に

おいて、別記第四第一号に定める放射熱及び設計上最大となる内部発熱を負荷するものとし、

当該核燃料輸送物の表面吸収率は〇・八又は実証された値とするものとする。 

ロ 摂氏三十八度の条件下で別記第四第一号に定める放射熱及び設計上最大となる内部発熱を

負荷しつつ冷却すること。ただし、人為的に冷却してはならない。 

三 深さ十五メートルの水中に八時間浸漬させること。 

備考 第一号及び第二号の条件の下には、この順序で置くものとする。 

別記第六（第十八条関係） 原子力規制委員会の定める量を超える放射能を有する核燃料物質等を

収納した核燃料輸送物に係る試験条件 

深さ二百メートルの水中に一時間浸漬させること。 

別記第七（第十九条関係） ＢＵ型輸送物に係る一般の試験条件 

別記第四の条件の下に置くこと。 

別記第八（第二十条関係） ＢＵ型輸送物に係る特別の試験条件 

別記第五の条件の下に置くこと。 

別記第九（第二十一条関係） ＩＰ―２型輸送物に係る一般の試験条件 

別記第三第一号ロ（１）、（２）及び（３）の条件の下に置くこと。 

別記第十（第二十二条関係） ＩＰ―３型輸送物に係る一般の試験条件 

別記第三第一号の条件の下に置くこと。 

別記第十一（第二十四条関係） 核分裂性輸送物に係る一般の試験条件 

一 別記第三第一号イの条件の下に置くこと。 

二 別記第三第一号ロ（１）の条件の下に置くこと。 

三 別記第三第一号ロ（３）及び（４）の条件の下に置くこと。 

備考 第一号及び第二号の条件の下には、この順序で置くものとする。 

別記第十二（第二十六条関係） 核分裂性輸送物に係る特別の試験条件 

第一号及び第二号のうち、最大の破損を受ける条件の下に置くこと。 

一 次の条件の下に順次置くこと。 

イ 別記第十一の条件の下に置くこと。 

ロ ハの条件の下で核燃料輸送物が最大の破損を受けるような順序で次に掲げる条件の下に順

次置くこと。 



（１） 九メートルの高さから落下させること。ただし、その重量が五百キログラム以下、

かつ、比重が一以下のものにあっては、これに代えて、重量が五百キログラム、縦及び横

の長さが一メートル、下面の端部及び隅角部の曲率半径が六ミリメートル以下の軟鋼板を

九メートルの高さから当該核燃料輸送物が最大の破損を受けるように水平に落下させるこ

と。 

（２） 別記第五第一号ロの条件の下に置くこと。 

ハ 別記第五第二号の条件の下に置くこと。 

ニ 深さ〇・九メートルの水中に八時間浸漬させること。ただし、臨界の評価において、浸水

又は漏水があらかじめ想定されている場合は、この限りでない。 

二 次の条件の下に順次置くこと。 

イ 別記第十一の条件の下に置くこと。 

ロ 深さ十五メートルの水中に八時間浸漬させること。 

別記第十三（第二十九条関係） 六ふつ化ウラン輸送物に係る耐圧試験の条件 

一 供試物に二・七六メガパスカル以上の水圧を加えること。 

二 運搬中に予想される圧力の最大値の二倍の圧力を加えた後、当該圧力の一・五倍の圧力まで

降圧すること。 

三 弁を取り付けた後、〇・六九メガパスカルの気圧を加えること。 

別記第十四（第三十条関係） 六ふつ化ウラン輸送物に係る一般の試験条件 

別記第三第一号ロ（１）及び（２）の条件の下に置くこと。 

別記第十五（第三十一条関係） 六ふつ化ウラン輸送物に係る特別の試験条件 

別記第五第二号の条件の下に置くこと。 

別記第十六（第三十二条関係） 六ふつ化ウラン輸送物に係る耐圧試験の代替試験の条件 

一 供試物に一・三八メガパスカル以上の水圧を加えること。 

二 別記第十三第二号及び第三号の条件の下に置くこと。 

別記第十七（第三十七条関係）第一類白標識 

放 射 性
RADIOACTIVE

収 納 物
CONTENTS

放 射 能
ACTIVITY

7

0.4ｾﾝﾁ
ﾒｰﾄﾙ以上

 

注 １ 三葉マークは、別記第二十のとおりとする。 

２ 収納物の欄には、収納されている核燃料物質等の名称（当該核燃料物質等が低

比放射性物質又は表面汚染物に該当する場合にあっては、名称（ＬＳＡ－Ｉに該

当するものの名称を除く。）及び低比放射性物質又は表面汚染物の区分）を記入

すること。この場合において、複数の核燃料物質等を収納しているときは、その

うち代表的なものの名称をできる限り記入すること。 

３ 放射能の欄には、収納されている核燃料物質等の放射能の量の合計をベクレル

単位で記入すること。ただし、核分裂性物質のみが収納されている場合にあって

は、その放射能の量の合計に代えてその質量の合計を記入することができる。 

４ 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分を、また、本邦内

のみを運搬されるものにあっては、標識中の英語の部分をそれぞれ削ることがで

きる。 

５ 色彩は、次表によること。 

部       分 色  彩 

上 半 分 の 地 

三 葉 マ ー ク 

下 半 分 の 地 

文 字 

斜 線 を 施 し た 部 分 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

白 

黒 

白 

黒 

赤 

白 

黒 

黒 
 

 

 

別記第十八（第三十七条関係）第二類黄標識 



7

TRANSPORT INDEX

輸 送 指 数

0.4ｾﾝﾁ
ﾒｰﾄﾙ以上

放 射 性
RADIOACTIVE

収 納 物
CONTENTS

放 射 能
ACTIVITY

 

注 １ 三葉マークは、別記第十六のとおりとする。    

２ 収納物の欄には、収納されている核燃料物質等の名称（当該核燃料物質等が低

比放射性物質又は表面汚染物に該当する場合にあっては、名称（ＬＳＡ－Ｉに該

当するものの名称を除く。）及び低比放射性物質又は表面汚染物の区分）を記入

すること。この場合において、複数の核燃料物質等を収納しているときは、その

うち代表的なものの名称をできる限り記入すること。 

３ 放射能の欄には、収納されている核燃料物質等の放射能の量の合計をベクレル

単位で記入すること。ただし、核分裂性物質のみが収納されている場合にあって

は、その放射能の量の合計に代えてその質量の合計を記入することができる。 

４ 輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。 

５ 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分を、また、本邦内

のみを運搬されるものにあっては、標識中の英語の部分をそれぞれ削ることがで

きる。 

６ 色彩は、次表によること。 

部       分 色  彩 

上 半 分 の 地 

三 葉 マ ー ク 

下 半 分 の 地 

文 字 

斜 線 を 施 し た 部 分 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

黄 

黒 

白 

黒 

赤 

白 

黒 

黒 
 

 

 

別記第十九（第三十七条関係）第三類黄標識 

7

0.4ｾﾝﾁ
ﾒｰﾄﾙ以上

TRANSPORT INDEX

輸 送 指 数

放 射 性
RADIOACTIVE

収 納 物
CONTENTS

放 射 能
ACTIVITY

 

注 １ 三葉マークは、別記第二十のとおりとする。 

２ 収納物の欄には、収納されている核燃料物質等の名称（当該核燃料物質等が低

比放射性物質又は表面汚染物に該当する場合にあっては、名称（ＬＳＡ－Ｉに該

当するものの名称を除く。）及び低比放射性物質又は表面汚染物の区分）を記入

すること。この場合において、複数の核燃料物質等を収納しているときは、その

うち代表的なものの名称をできる限り記入すること。 

３ 放射能の欄には、収納されている核燃料物質等の放射能の量の合計をベクレル

単位で記入すること。ただし、核分裂性物質のみが収納されている場合にあって

は、その放射能の量の合計に代えてその質量の合計を記入することができる。 

４ 輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。 

５ 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分を、また、本邦内

のみを運搬されるものにあっては、標識中の英語の部分をそれぞれ削ることがで

きる。 

６ 色彩は、次表によること。 

部       分 色  彩 

上 半 分 の 地 

三 葉 マ ー ク 

下 半 分 の 地 

文 字 

斜 線 を 施 し た 部 分 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

黄 

黒 

白 

黒 

赤 

白 

黒 

黒 
 

 

 

別記第二十（第三十七条関係）三葉マーク 

ℓ

5ℓ

60°

ℓ／2

 

注ℓは0.4センチメートル以上とする。 

 

 

別記第二十一（第三十七条関係）臨界安全指数標識 



CRITICALITY SAFETY INDEX

核分裂性

FISSILE

臨 界 安 全 指 数

7

 

注 １ 臨界安全指数の欄には、臨界安全指数を記入すること。 

２ 本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語の部分を、また、本

邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の英語の部分をそれぞれ削る

ことができる。 

３ 色彩は、次表によること。 

部       分 色  彩 

上 半 分 の 地 

下 半 分 の 地 

文 字 

ふ ち の 部 分 

ふ ち の 内 側 の 線 

区 分 線 

白 

白 

黒 

白 

黒 

黒 

 

 

 

 

 

別記様式第１（第３条関係） 

特別形核燃料物質等の適用基準に係る承認申請書 

番   号  

年 月 日  

 原子力規制委員会 殿 

   住 所 

   氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

 平成２年科学技術庁告示第５号（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術

上の基準に係る細目等を定める告示）第３条第２項の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 特別形核燃料物質等の名称 

２ 特別形核燃料物質等の重量、外形寸法、外観及び設計仕様 

３ 適用しようとする試験 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

別記様式第２（第11条関係） 

核燃料輸送物の表面における最大線量当量率に係る承認申請書 

番   号  

年 月 日  

 原子力規制委員会 殿 

   住 所 

   氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

 平成２年科学技術庁告示第５号（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術

上の基準に係る細目等を定める告示）第11条第１項の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 運搬する核燃料物質等の種類、数量及び性状 

２ 核燃料輸送物の表面における最大線量当量率 



３ 承認を受けようとする理由 

４ 運搬に当たって講ずる障害防止のための措置（注） 

注 積載方法、固縛方法及び運搬中における核燃料輸送物を積載した車両への接近防止措置等に

係る具体的な措置の方法について記載するとともに、当該措置によって安全性が担保できるこ

とを示すこと。 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

別記様式第３（第11条関係） 

 核燃料輸送物の表面から１メートル離れた位置における最大線量当量率に係る承認申請書 

番   号  

年 月 日  

 原子力規制委員会 殿 

   住 所 

   氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

 平成２年科学技術庁告示第５号（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術

上の基準に係る細目等を定める告示）第11条第２項の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 運搬する核燃料物質等の種類、数量及び性状 

２ 核燃料輸送物の表面から１メートル離れた位置における最大線量当量率 

３ 承認を受けようとする理由 

４ 運搬に当たって講ずる障害防止のための措置（注） 

注 積載方法、固縛方法及び運搬中における核燃料輸送物を積載した車両への接近防止措置等に

係る具体的な措置の方法について記載するとともに、当該措置によって安全性が担保できるこ

とを示すこと。 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

別記様式第４（第21条関係） 

ＩＰ―２型輸送物の一般の試験条件に係る承認申請書 

番   号  

年 月 日  

 原子力規制委員会 殿 

   住 所 

   氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

 平成２年科学技術庁告示第５号（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術

上の基準に係る細目等を定める告示）第21条第２項の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 核燃料輸送物の名称 

２ 核燃料輸送物の重量、外形寸法、外観及び設計仕様 

３ 適用しようとする条件 



備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

別記様式第５（第22条の２関係） 

ＩＰ型輸送物の同等基準に係る承認申請書 

番   号  

年 月 日  

 原子力規制委員会 殿 

   住 所 

   氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

 平成２年科学技術庁告示第５号（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術

上の基準に係る細目等を定める告示）第22条の２第１項（第２項）の規定により、下記のとおり申

請します。 

記 

１ 核燃料輸送物の名称 

２ 核燃料輸送物の重量、外形寸法、外観及び設計仕様 

３ 適用しようとする基準 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

別記様式第６（第23条関係） 

輸送中において臨界に達しない核燃料輸送物に係る承認申請書 

番   号  

年 月 日  

 原子力規制委員会 殿 

   住 所 

   氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

 平成２年科学技術庁告示第５号（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術

上の基準に係る細目等を定める告示）第23条第２項の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 核燃料輸送物の名称 

２ 核燃料輸送物の重量、外形寸法、外観及び設計仕様 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

別記様式第７（第34条関係） 

特別措置に係る承認申請書 

番   号  

年 月 日  

 原子力規制委員会 殿 



   住 所 

   氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

 平成２年科学技術庁告示第５号（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術

上の基準に係る細目等を定める告示）第34条の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 運搬する核燃料物質等の種類、数量及び性状 

２ 運搬する物の表面及び表面から１メートル離れた位置における最大線量当量率 

３ 講ずることが著しく困難である措置及びその理由 

４ 運搬に当たって講ずる障害防止のための措置（注） 

注 積載方法、固縛方法及び運搬中における積載車両への接近防止措置等に係る具体的な措置の

方法について記載するとともに、当該措置によって安全性が担保できることを示すこと。 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

別記様式第８（第41条関係） 

核燃料輸送物設計承認申請書 

番   号  

年 月 日  

 原子力規制委員会 殿 

   住 所 

   氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

 平成２年科学技術庁告示第５号（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術

上の基準に係る細目等を定める告示）第41条第１項の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 核燃料輸送物の名称 

２ 輸送容器の外形寸法、重量及び主要材料（注１） 

３ 核燃料輸送物の種類（注２） 

４ 収納する核燃料物質等の種類、性状、重量及び放射能の量（注３） 

５ 輸送制限個数 

６ 臨界安全評価における浸水の領域に関する事項 

７ 収納物の密封性に関する事項 

８ ＢＭ型輸送物にあっては、ＢＵ型輸送物の設計基準のうち適合しない基準についての説明 

９ 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項 

注１ 寸法についてはセンチメートル又はメートル単位、重量についてはトン又はキログラム単

位で記載し、併せて輸送容器の主要材料を記載し、輸送容器の概略を示す鮮明で複写可能な

図面を添付すること。 

 ２ Ａ型輸送物、ＢＭ型輸送物、ＢＵ型輸送物等の核燃料輸送物の種類並びに核分裂性輸送物

及び六ふつ化ウラン輸送物にあってはその旨を記載すること。 

 ３ 次のイからホにより記載すること。 

イ 種類については金属ウラン、二酸化ウラン、六ふつ化ウラン、二酸化プルトニウム、新

燃料集合体（二酸化ウラン燃料）、新燃料集合体（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料）、

使用済燃料、試験片等の別を記載し、ウランにあっては濃縮度を、プルトニウムにあって



は核分裂性プルトニウム同位体濃度を、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料にあっては

核分裂性プルトニウム富化度を、使用済燃料にあってはその表面から１メートルの距離に

おける空気吸収線量率（照射された天然ウラン、劣化ウラン、トリウム及び濃縮度10％未

満のウランについては、照射直後の空気吸収線量率）が１グレイ毎時を超えるかどうかを、

また使用済燃料でその被覆材からの放射性物質の漏えいが認められるものにあってはその

旨を併記すること。 

ロ 濃縮度及び核分裂性プルトニウム富化度については、使用済燃料及び照射済試料にあっ

ては初期値を記載すること。 

ハ 性状については物理的・化学的形態を記載すること。 

ニ 重量についてはトン又はキログラム単位で記載すること。 

ホ 放射能の量については総量及び主要な核種ごとの量をベクレル単位で記載すること。 

備考１ 規則第21条第１項第２号の書類は次のイからニまでに掲げる事項について記載すること。

ただし、申請に係る輸送容器が実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年

通商産業省令第77号。以下「実用炉規則」という。）第100条第２号で定める特定兼用キャ

スクであり、かつ、当該輸送容器に係る実用炉規則第110条第１号の型式設計特定機器指定

通知書の写し（同条第２号の型式設計特定機器変更承認通知書の交付を受けている場合は、

その写しを含む。）を添付する場合には、ロに掲げる事項の記載は、省略することができ

る。 

イ 核燃料輸送物の説明 

ロ 核燃料輸送物の安全解析 

ハ 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項 

ニ 安全上の特記事項 

２ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

別記様式第９（第41条関係） 

核燃料輸送物設計変更承認申請書 

番   号  

年 月 日  

原子力規制委員会 殿 

   住 所 

   氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

平成２年科学技術庁告示第５号（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術

上の基準に係る細目等を定める告示）第41条第１項の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 核燃料輸送物の名称 

２ 既に交付された核燃料輸送物設計承認番号 

３ 変更内容 

４ 変更理由 

注 別紙記載事項は、変更に係る部分について記載すること。 

備考１ 規則第21条第１項第２号の書類は次のイからニまでに掲げる事項について記載すること。

ただし、申請に係る輸送容器が実用炉規則第100条第２号で定める特定兼用キャスクであり、



かつ、当該輸送容器に係る実用炉規則第110条第１号の型式設計特定機器指定通知書の写し

（同条第２号の型式設計特定機器変更承認通知書の交付を受けている場合は、その写しを

含む。）を添付する場合には、ロに掲げる事項の記載は、省略することができる。 

イ 核燃料輸送物の説明 

ロ 核燃料輸送物の安全解析 

ハ 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項 

ニ 安全上の特記事項 

２ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

別記様式第10（第41条関係） 

核燃料輸送物設計承認有効期間更新申請書 

番   号  

年 月 日  

原子力規制委員会 殿 

   住 所 

   氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

平成２年科学技術庁告示第５号（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術

上の基準に係る細目等を定める告示）第41条第４項の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 核燃料輸送物の名称 

２ 核燃料輸送物設計承認番号 

３ 更新の理由 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

別記様式第11（第41条関係） 

核燃料輸送物設計承認書記載事項変更届出書 

番   号  

年 月 日  

原子力規制委員会 殿 

   住 所 

   氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

平成２年科学技術庁告示第５号（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術

上の基準に係る細目等を定める告示）第41条第６項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 

１ 核燃料輸送物の名称 

２ 核燃料輸送物設計承認番号 

３ 変更前 

４ 変更後 

５ 変更の年月日 



６ 変更の理由 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

別記様式第12（第41条関係） 

核燃料輸送物設計承認書廃止届出書 

番   号  

年 月 日  

原子力規制委員会 殿 

   住 所 

   氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

平成２年科学技術庁告示第５号（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術

上の基準に係る細目等を定める告示）第41条第７項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 

１ 核燃料輸送物の名称 

２ 核燃料輸送物設計承認番号 

３ 廃止の年月日 

４ 廃止の理由 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 


